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音
更
町
農
業
再
生
協
議
会
（
事

務
局　

役
場
経
済
部
農
政
課
農
政

係
）
で
は
、
地
域
の
担
い
手
の
育

成
・
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
農
業
関
係
機
関
や
地
域
の
研

修
受
入
農
家
に
ご
協
力
い
た
だ
き

な
が
ら
、
新
た
に
農
家
を
目
指
す

人
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

毎
年
２
組
の
研
修
生
が
木
野
地

区
の
受
入
農
家
の
も
と
で
２
年
間

の
基
礎
研
修
を
受
け
て
お
り
、
研

修
を
通
し
て
栽
培
技
術
や
機
械
操

作
等
を
学
ぶ
こ
と
で
、
様
々
な
技

術
を
身
に
付
け
、
経
験
を
積
み
上

げ
て
い
き
、
木
野
地
区
で
の
新
規

就
農
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

研
修
生
が
新
た
に
農
業
を
始
め

る
に
は
、
農
作
物
の
栽
培
技
術
を

身
に
付
け
る
こ
と
の
ほ
か
、
地
域

の
皆
さ
ん
に
農
家
と
し
て
認
め
ら

れ
る
と
と
も
に
、
農
作
物
を
栽
培

す
る
た
め
の
農
地
や
農
業
設
備
等

（
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
等
）
が
必
要

不
可
欠
で
す
。

　

使
わ
な
く
な
る
予
定
の
農
地
や
、

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を
お
持
ち
の
人

は
、
音
更
町
農
業
再
生
協
議
会
事

務
局
（
電
話
０
１
５
５
―
42
―

２
１
１
１
、
内
線
７
１
２
）
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

研
修
生
の
た
め
の
農
地
等
を

探
し
て
い
ま
す　

　

令
和
８
年
３
月
５
日
、
音
更
町
役

場
で
音
更
町
農
業
者
年
金
協
議
会
が

主
催
す
る
「
令
和
７
年
度
農
業
者
年

金
の
受
給
に
関
す
る
説
明
会
」
が
開

催
さ
れ
、
21
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

説
明
会
で
は
、一
般
社
団
法
人
北
海

道
農
業
会
議
か
ら
佐
藤
友
里
子
氏
を

講
師
と
し
て
お
招
き
し
、
農
業
者
年

金
制
度
の
概
要
や
年
金
を
受
給
す
る

際
の
手
続
方
法
、
注
意
点
に
つ
い
て

詳
し
く
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
説
明
会
の
終
了
後
、
希
望

者
を
対
象
に
個
別
相
談
会
を
開
催
し
、

農
業
委
員
会
事
務
局
と
音
更
町
農
業

協
同
組
合
の
職
員
が
「
個
別
相
談
カ

ル
テ
」
を
用
い
て
年
金
受
給
に
必
要

な
手
続
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

　

老
齢
年
金
と
は
異
な
り
、
特
例
付

加
年
金
を
受
給
す
る
に
は
、
農
地
の

整
理
な
ど
、
経
営
継
承
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
農
地
に
住
宅
や
施

設
が
は
み
出
し
て
い
る
場
合
は
、
測

量
及
び
分
筆
が
必
要
と
な
り
、
時
間

や
費
用
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、
説
明
会
に
参
加
で
き
な

か
っ
た
人
で
経
営
継
承
を
考
え
て
い

る
人
は
、
早
め
に
農
業
委
員
会
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

来
年
度
も
、
年
金
受
給
に
関
す
る

説
明
会
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。
令

和
９
年
２
月
１
日
時
点
で
59
歳
か
ら

64
歳
ま
で
の
人
に
は
文
書
で
ご
案
内

し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

農
業
者
年
金
の
受
給
に
関
す
る

説
明
会
を
開
催　

年金説明会の様子

法人報告書の提出をお忘れなく！
農地所有適格法人は、年１回、事業状況を記した「農地所有適格法人報告書」の

提出が法律により義務付けられています。

提 出 先 音更町農業委員会事務局

提出期限 毎事業年度の終了後３か月以内

※　提出期限までに報告書が提出されない場合、農地の所有や貸借ができなく
　　なる場合や30万円以下の過料に処される場合があります。
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農
業
者
年
金
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年

金
基
金
か
ら
毎
年
５
月
下
旬
頃
に

緑
色
の
封
筒
に
入
っ
た
「
現
況
届
」

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
現
況
届
は
、
農
業
者
年
金

を
受
給
す
る
す
べ
て
の
人
が
、
６

月
末
ま
で
に
農
業
委
員
会
に
必
ず

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類

で
す
。
こ
の
現
況
届
が
提
出
さ
れ

な
い
と
、
提
出
さ
れ
る
ま
で
年
金

が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
７
年
度
は
、
期
限
ま
で
の

提
出
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
人
が

数
人
お
ら
れ
ま
し
た
。
年
金
を
受

給
さ
れ
て
い
る
ご
家
族
の
人
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
場
合
に
は
確
認
の
お

声
が
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
転
居
し
た
人
や
姓
が
変

わ
っ
た
人
は
、
Ｊ
Ａ
の
窓
口
で
住

所
（
氏
名
）
変
更
届
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
こ
の
手
続
き
を
忘
れ

て
し
ま
う
と
、
現
況
届
の
ほ
か
農

業
者
年
金
基
金
か
ら
の
大
切
な
お

知
ら
せ
が
お
手
元
に
届
か
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に

手
続
き
を
す
る
よ
う
に
お
願
い
し

ま
す
。

　

な
お
、
現
況
届
を
提
出
す
る
前

に
死
亡
し
た
人
に
つ
い
て
は
、
現

況
届
の
提
出
は
不
要
で
す
。
そ
の

場
合
は
、
遺
族
が
Ｊ
Ａ
の
窓
口
で

死
亡
関
係
届
出
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

そ
の
他
、
現
況
届
の
記
入
方
法

が
わ
か
ら
な
い
、
封
筒
が
ご
自
宅

に
届
か
な
い
、
現
況
届
を
な
く
し

た
な
ど
、
お
困
り
の
こ
と
が
あ
る

場
合
に
は
農
業
委
員
会
事
務
局
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

令和８年３月発行 ⑵

農
業
者
年
金
の
現
況
届
は
忘
れ
ず
に
提
出
し
ま
し
ょ
う

「現況届」が入って送付される緑色の封筒

今年の現況届提出期限は

６月３０日（火） までです

忘れずに期限内に提出しましょう
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令
和
７
年
の
農
地
の
移
動
状

況
は
上
表
の
と
お
り
で
す
。
全

体
の
移
動
件
数
及
び
面
積
は
前

年
と
比
較
し
て
減
少
し
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
、「
３
条
許
可
」

の
う
ち
、「
使
用
貸
借
」
が
増

加
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
農

業
者
年
金
の
特
例
付
加
年
金
を

受
給
す
る
た
め
に
経
営
継
承
す

る
人
が
多
か
っ
た
こ
と
が
主
な

要
因
で
す
。

　

法
律
の
改
正
に
よ
り
、
認
定

農
業
者
が
地
域
計
画
に
あ
る
農

業
用
施
設
を
設
置
す
る
た
め
に

農
地
転
用
を
す
る
場
合
、
農
地

法
第
４
条
・
第
５
条
許
可
が
不

要
と
な
る
特
例
が
開
始
さ
れ
、

１
件
の
申
出
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
令
和
７
年
４
月
か
ら

あ
っ
せ
ん
は
農
地
バ
ン
ク
（
北

海
道
農
業
公
社
）
を
経
由
し
た

契
約
に
一
本
化
さ
れ
ま
し
た
。

表
中
の
あ
っ
せ
ん
は
、
３
月
ま

で
の
旧
制
度
と
４
月
以
降
の
新

制
度
を
合
計
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
所

有
者
の
意
向
に
沿
い
、
農
地
の

適
正
な
集
積
化
を
図
る
た
め
に

引
き
続
き
尽
力
し
ま
す
の
で
、

農
地
の
貸
借
や
売
買
を
検
討
す

る
際
は
、
地
域
の
農
業
委
員
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
中
の
農
地
移
動
状
況
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て

農
地
調
整
部
会
長　

白　

川　
　
　

勝

年　　別　　農　　地　　移　　動　　状　　況

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

件数 面積（ａ） 件数 面積（ａ） 件数 面積（ａ） 件数 面積（ａ） 件数 面積（ａ）

３
条
許
可

売 買・ 贈 与 24 18,200 26 25,965 23 24,780 25 30,358 18 28,193

賃 　 貸　 借 26 15,684 31 20,930 34 33,568 51 33,786 39 31,413

使 用 貸 借 3 7,101 8 27,693 5 7,707 6 18,215 12 23,988

４ 条 転 用 許 可 3 61 3 128 3 22 1 10 3 16

５ 条 転 用 許 可 6 1,098 7 246 5 119 5 252 2 16

転用許可不要特例 1 14

あ
っ
せ
ん

売 買 47 20,387 44 20,789 77 26,585 56 22,394 53 19,763

賃   貸   借 58 22,002 95 41,160 135 67,431 123 51,861 94 41,800

合　　　　　　計 167 84,533 214 136,911 282 160,212 267 156,876 222 145,203

農
業
委
員
の
公
募
に
つ
い
て

　

本
町
に
お
い
て
は
、
現
在
の
委
員
の
任
期
が
令
和
８
年

７
月
19
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
新
し
い
委
員
の

推
薦
の
受
付
及
び
募
集
を
行
い
ま
す
。

《
任
期
》

　

令
和
８
年
７
月
20
日
か
ら
令
和
11
年
７
月
19
日
ま
で
の

３
年
間

《
業
務
内
容
》

○
農
地
の
権
利
移
動
や
転
用
に
関
す
る
調
整
・
審
議

○
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
た
め
の
現
地
調
査
・

　

パ
ト
ロ
ー
ル

○
農
業
者
か
ら
の
相
談
対
応
等

○
農
業
者
年
金
制
度
の
普
及
促
進
活
動

《
委
員
報
酬
》

　

月
額
４
万
２
千
円

《
委
員
の
資
格
》

　

農
業
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適

化
の
推
進
に
関
す
る
事
項
、
そ
の
他
農
業
委
員
会
の
所
掌

に
属
す
る
事
項
に
関
し
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
行
う
こ
と

の
で
き
る
人

《
推
薦
・
応
募
の
手
続
き
》

　

推
薦
及
び
応
募
の
様
式
は
、
役
場
経
済
部
農
政
課
農
政

係
、
又
は
木
野
支
所
窓
口
で
の
入
手
、
若
し
く
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

《
推
薦
・
応
募
受
付
期
間
》

　

令
和
８
年
３
月
19
日（
木
）か
ら
４
月
17
日（
金
）ま
で

　

詳
細
は
、
経
済
部
農
政
課
農
政
係
（
電
話
０
１
５
５
―

42
―
２
１
１
１
、
内
線
７
１
２
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。



農業委員会だより ⑷令和８年３月発行

農
業
委
員
会
だ
よ
り

令
和
８
年
３
月
発
行

　　
　

広
報
委
員
長

久　

保　

靖　

彦

　　
　

広
報
担
当（
農
政
部
会
）

貞　

廣　
　
　

渉

香　

川　

雅　

彦

本　

田　

英　

樹

林　
　
　

雅　

浩

田　

辺　
　
　

剛

鈴　

木　
　
　

賢

辻　
　
　

和　

義

江　

崎　

泰　

嘉

　

農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
の

賃
貸
借
取
引
の
目
安
と
な
る
よ
う
、

地
域
の
賃
借
料
の
情
報
提
供
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

令
和
７
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

に
締
結
さ
れ
た
賃
貸
借
契
約
に
お

け
る
10
ア
ー
ル
あ
た
り
の
賃
借
料

水
準
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
賃

借
料
を
決
定
す
る
際
の
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。

農
地
の
賃
借
料
情
報
の
提
供
に
つ
い
て

（
令
和
７
年
１
月
～
12
月
締
結
分
）

＊１　データ数は、集計に用いた筆数です。
＊２　金額は、算出結果を四捨五入し、100 円単位としています。
＊３　「（参考）音更全町」の平均額は、全データ（10a 当りの賃貸借料）の
　　　合計（四捨五入前）を件数により除したものです。

（参考）各地区構成字名
・北東地区（字豊田、字東音更）
・北西地区（字西中音更、字中音更、字南中音更、駒場、字上然別）
・南東地区（字東和、字下士幌、字長流枝、十勝川温泉、宝来）
・南西地区（字高倉、字万年、字然別、字音更、字東士狩、字下音更）

（詳細については、音更町農業委員会事務局までお問い合わせください）

締結された
地　区　名 平均額 最高額 最低額 データ数 契約数

北東地区 10,400 円 13,000 円 7,700 円 126 件 21 件

北西地区 9,100 円 15,000 円 5,000 円 93 件 22 件

南東地区 10,400 円 15,000 円 5,000 円 227 件 41 件

南西地区 11,100 円 15,000 円 6,800 円 139 件 34 件

（参考）
音更全町 10,400 円 15,000 円 5,000 円 585 件 118 件

 

（参考１）

北西地区　9,100 円 北東地区　10,400 円

南東地区　10,400 円

南西地区　11,100 円

音更町賃借料状況図

（参考）

この地図は令和７年の１年間に

締結された賃貸借契約の平均額

を地区ごとに表したものです。

　

制
度
の
改
正
に
よ
り
、
令
和
８

年
４
月
１
日
か
ら
、
農
地
の
購
入

時
に
農
業
経
営
基
盤
強
化
準
備
金

を
活
用
す
る
場
合
、
購
入
す
る
人

が「
そ
の
農
地
を
利
用
す
る
人
」と

地
域
計
画
の
目
標
地
図
で
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
後
、
農
地
を
購
入
す
る
た
め

に
準
備
金
を
活
用
す
る
こ
と
を
お

考
え
の
場
合
は
、
事
前
に
地
域
計

画
の
確
認
を
行
う
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

　

地
域
計
画
の
確
認
は
、
役
場
経

済
部
農
政
課
農
政
係
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

（状況図）
令和７年の１年間に締結された賃貸借契約の平均額を地区ごとに表したものです。

農
地
購
入
時
の
準
備
金
活
用
の

ル
ー
ル
が
変
わ
り
ま
す


